
国において，肥料価格高騰対策事業の一環として，農家の皆様の「化学
肥料の２割低減に向けた取組」の定着に向けた『地域の取組』を支援する
追加対策を実施することになりました。

今後のスケジュール

支援のポイント

✓ 化学肥料の使用を低減させるための『地域の取組』に対して

交付金を交付します。

✓ 宇都宮市における『地域の取組』は以下の３つです。

①土壌診断への推進支援 ： 料金の１／２以内を支援

②耕畜連携の拡大支援 ： 堆肥散布 4,000円以内/ｔを支援

③緑肥作物の作付け拡大支援 ： 緑肥種子の価格の１／２以内を支援

※要望が多い場合は，交付単価（率）が下がる場合があります。

✓ 令和５年６月～令和６年３月までの取組みを支援します。

※ただし，令和６年１月末日までに取組実績が確認できることが必要です。

９月～１０月 要望調査
１０月上旬 国からの採択結果通知，事業開始
２月 実績報告，証拠書類（領収書や作業日誌等）の提出
※国による審査の結果，支援を受けられない場合もありますのでご了承ください。

注意事項

✓ 宇都宮市に住所（事業所）がある農業者が対象です。
※市内に住所があっても，市外に農地がある等の理由で化学肥料低減定着対策事業の同じ取組みに対し，他市町か
ら交付金が交付される場合は，重複受給はできません。

✓ 同じ取組内容で国から他の補助金を受けている場合は，重複して交
付金を受けることはできません。

例：環境保全型農業直接支払交付金における緑肥作物の作付け
畑作物産地形成促進事業及びコメ新市場開拓等促進事業（旧水田リノベーション事業）における土壌診断 など



要望調査について

問い合わせ先
宇都宮市農業再生協議会事務局
（宇都宮市経済部農林生産流通課内）
TEL：028-632-2466 FAX：028-639-0618
E-mail:u2320@city.utsunomiya.tochigi.jp

✓ ②耕畜連携の拡大支援，③緑肥作物の作付け拡大支援について要

望調査を実施します。
※①土壌診断への推進支援については，分析事業者をとおして要望調査を終えております。
・ JAうつのみやへ土壌診断を申し込んだ方については，JAうつのみやが交付金の申請に係る手続きを行い
ますので，個別に手続きいただく必要はありません。詳しくはJAうつのみや営農企画課（℡625-3388），
または各営農経済センターへ。

・ 上記以外に土壌診断を申し込んだ方は，宇都宮市農業再生協議会事務局までお問い合わせください。

✓ 現時点での取組内容，交付対象等は表のとおりです。

✓ 交付金を希望される方は，同封の要望調査票に必要事項を記入し，

令和5年10月27日（金）までに宇都宮市農業再生協議会事務局あ

て提出してください。（郵送，FAX，持参，ﾒｰﾙ可）
※要望調査票は宇都宮市農業再生協議会ホームページからダウンロードできます。
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/nougyou/1027692/1031782.html

今回，要望調査票の提出がない場合は，取組を行ったとしても

交付金は交付されませんのでご了承ください。

耕畜連携の拡大支援 緑肥作物の作付け拡大支援

取組内容 耕畜連携において堆肥散布を行う
畜産農家等が，同一の地域内にお
いて農業者を相手方に堆肥の散布
契約を締結した場合，堆肥の運搬
費・散布費の一部を支援する。※
令和６年１月末日までに契約を締結した
又は契約することが確実なものであっ
て，同年３月末日までに堆肥の散布を行
うものに限る。 ※市内散布に限る。

農業者が対象種子を購入し
た場合，その購入量に応じ
て購入額の一部を支援する。
※対象種子は，令和６年１月末日
までに売買契約を締結した又は締
結することが確実なものであって，
同年３月末日までに納品するもの
に限る。

交付対象者 耕畜連携において堆肥を散布する
畜産農家等 ※耕種農家や自身の圃場

に散布する場合も対象

対象種子を購入した農業者
※環境保全型農業直接支払交付金
受給者は対象外

交付単価等 堆肥の散布 4,000円以内/t 対象種子の販売価格の1/2以内

取組実績の
確認方法

堆肥の散布量，散布日，散布場所
等が確認できる書類等（作業日誌
等）

対象種子の購入量，契約日，
納品日，購入額が確認でき
る書類（注文書，領収書又
は請求書等）

農林水産省
ホームページ

宇都宮市
農業再生協議会
ホームページ

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/nougyou/1027692/1031782.html

